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町 の 人 口 

(51年6月末日現在） 

男
 
女
 

4, 409人 

4, 852人 

総人口 9, 261人 

世帯数 2, 866世帯 

一へへーへ…, 、川は心のふるさとです。みんなの力できれいにしましよう、-へへv 

・災 この協議会は遠賀川水系の水質汚濁機構を明らかにし、 

汚濁防止対策を検討して、水質改善を目的とするもので、参加機関（建設省・通産省・行政管察局）福岡県 

及び遠賀川流域内の関係する29市町村をもって構成されています。 

遠賀川水系水質汚濁防止連絡協議会事務局 建設省遠賀川工事事務所 
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一
 

一 

第
十
回
 
桜
花
少
年
剣
道
大
会
 

観
 
戦
 

記
 

上
 

村
 

常
 

夫
 

不
覚
に
も
思
わ
ず
「
ウ
ッ
」
と
嘆
息
 

す
る
。
ゃ
む
な
し
、
先
取
さ
れ
た
佐
藤
 

君
の
胸
の
内
は
、
わ
か
ら
な
い
が
、
態
 

度
は
悠
然
と
し
て
悪
び
れ
ず
、
平
然
た
 

る
も
の
、
頼
も
し
い
若
者
だ
。
 

勝
負
に
は
そ
の
根
性
が
大
切
。
 

二
本
目
開
始
、
相
共
に
攻
め
合
う
も
、
 

な
か
な
か
一
本
に
な
ら
ず
、
時
間
は
過
 

ぎ
る
。
見
て
い
て
胃
が
痛
く
な
る
思
い
 

だ
。
双
方
機
を
う
か
が
う
も
、
剣
風
雲
 

を
呼
ぶ
〕
 

間
合
い
を
つ
め
た
相
手
の
剣
先
が
動
 

い
た
】
瞬
を
よ
く
と
ら
え
て
、
佐
藤
君
 

の
強
剣
甲
手
を
切
っ
て
落
す
。
 

「
ヤ
ッ
タ
ー
」
と
た
ん
に
あ
が
る
観
 

衆
の
惜
し
み
な
い
拍
手
と
喚
声
の
内
に
 

試
合
終
了
と
な
る
。
 

※
引
き
分
け
、
 

総
合
一
勝
一
敗
三
引
き
分
け
と
な
る
。
 

主
審
引
き
分
け
を
宣
告
す
る
や
、
両
道
 

場
の
熱
戦
、
激
斗
に
対
し
万
雷
の
拍
手
 

を
送
り
敢
斗
を
ね
ぎ
ら
う
。
 

直
ち
に
代
表
決
定
戦
を
行
う
。
 

修
猷
塾
よ
り
大
将
に
替
り
中
堅
出
場
 

当
方
大
将
佐
藤
君
に
す
べ
て
を
託
す
。
 

観
衆
注
目
の
中
に
試
合
再
開
、
相
手
 

方
中
堅
は
し
ば
し
の
間
休
息
し
て
お
り
 

試
合
が
長
び
く
と
不
利
と
考
え
た
か
佐
 

藤
君
積
極
的
に
攻
め
て
出
る
。
 

如
何
せ
ん
、
昼
食
抜
き
で
三
回
戦
、
 

四
回
戦
今
又
、
，
代
表
決
定
戦
と
休
む
間
 

も
な
く
、
連
続
の
試
合
と
重
圧
に
疲
労
 

の
た
め
、
‘
胴
を
抜
い
た
が
不
充
分
払
わ
 

れ
甲
手
を
返
さ
れ
一
本
と
な
る
。
 

双
方
攻
防
を
尽
し
た
激
戦
も
こ
こ
に
 

終
止
符
と
な
り
無
念
の
涙
を
の
む
。
 

（
佐
藤
君
よ
く
頑
張
っ
た
）
 

伝
統
あ
る
本
大
会
に
初
出
場
な
が
ら
 

善
戦
よ
く
準
々
決
勝
ま
で
進
出
し
、
強
 

豪
と
互
格
に
試
合
し
得
た
事
は
選
手
諸
 

君
に
と
っ
て
は
、
大
き
な
自
信
と
な
っ
 

た
事
と
思
い
ま
す
。
本
当
に
ご
苦
労
様
 

で
し
た
。
 

本
大
会
を
良
き
思
い
出
と
し
て
、
明
 

日
か
ら
の
稽
古
の
糧
と
し
ま
し
ょ
う
。
 

本
大
会
は
先
峰
か
ら
大
将
ま
で
厳
し
 

か
っ
た
日
々
の
稽
古
の
成
果
が
よ
く
出
 

て
、
各
自
持
っ
て
い
る
力
を
充
分
に
発
 

揮
し
て
の
敗
戦
で
あ
る
。
 

特
に
大
将
佐
藤
君
に
た
び
か
さ
な
る
 

責
任
戦
を
敢
斗
し
得
た
事
は
貴
重
な
経
 

験
を
し
た
と
思
い
ま
す
。
 

心
か
ら
ご
苦
労
様
と
申
し
上
げ
ま
す
。
 

さ
て
、
小
学
生
は
三
回
戦
に
お
い
て
 

名
高
い
若
松
少
年
剣
道
部
と
対
戦
し
敗
 

退
い
た
し
ま
し
た
が
、
こ
れ
ま
た
、
初
 

出
場
で
よ
く
三
回
戦
ま
で
進
出
し
、
上
 

出
来
と
思
い
ま
す
。
選
手
の
皆
様
あ
り
 

が
と
う
。
武
末
監
督
ご
苦
労
様
で
し
 

た。 以
上
で
、
第
六
十
回
桜
花
少
年
剣
道
 

大
会
の
観
戦
記
を
終
ら
し
て
い
た
だ
き
 

ま
す
。
 

今
後
の
発
展
と
ご
健
康
を
心
か
ら
お
 

祈
り
申
し
上
げ
る
と
と
も
に
住
民
の
皆
 

様
の
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。
 

学

校

給

食

の

あ

ゆ

み

 

日
 

一
、
戦
前
の
学
校
給
食
 

学
校
給
食
の
始
ま
り
は
、
今
か
ら
八
 

十
七
年
前
の
明
治
二
十
二
年
十
月
、
山
 

形
県
西
田
川
郡
鶴
岡
町
（
現
在
の
鶴
岡
 

市
）
の
私
立
忠
愛
小
学
校
（
仏
教
各
宗
 

派
寺
院
住
職
が
設
立
）
で
貧
困
児
童
を
 

対
象
に
昼
飯
給
与
を
行
っ
た
の
が
そ
の
 

起
源
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
 

こ
の
学
校
給
食
は
、
週
六
日
間
通
し
 

て
実
施
さ
れ
、
給
食
の
内
容
も
米
飯
に
 

野
菜
、
魚
を
そ
え
た
か
な
り
栄
養
に
富
 

ん
だ
も
の
で
あ
り
、
さ
ら
に
こ
の
給
食
 

に
よ
う
て
子
供
た
ち
に
卑
屈
感
を
与
え
 

ぬ
よ
う
な
配
慮
も
払
わ
れ
て
実
施
さ
れ
 

た
と
い
わ
れ
ま
す
再
 

ま
た
「
本
邦
学
校
給
食
施
設
の
概
 

要
」
そ
の
他
の
資
料
に
よ
る
と
明
治
四
 

十
年
、
広
島
県
豊
田
郡
大
草
村
義
務
教
 

育
奨
励
に
よ
る
給
食
、
同
四
十
三
年
静
 

岡
県
、
同
四
十
四
年
岡
山
県
小
田
郡
小
 

田
村
学
令
児
童
保
護
会
に
よ
る
給
食
、
 

同
四
十
五
年
広
島
県
、
岩
手
県
下
の
一
 

部
児
童
に
対
す
る
給
食
の
実
施
が
記
録
 

さ
れ
て
い
ま
す
。
 

こ
の
よ
う
に
貧
困
児
童
救
済
事
業
と
 

し
て
学
校
給
食
は
、
明
治
年
間
か
ら
実
 

施
さ
れ
始
め
て
い
ま
し
た
が
、
大
正
年
 

代
に
入
る
と
栄
養
的
配
慮
に
も
と
づ
い
 

た
学
校
給
食
が
提
唱
さ
せ
ら
れ
、
大
正
 

八
年
東
京
知
事
阿
部
浩
氏
の
支
援
を
う
 

け
、
私
立
栄
養
研
究
所
長
佐
伯
矩
博
士
 

の
努
力
に
よ
り
、
同
研
究
所
附
設
製
造
 

工
場
に
よ
る
栄
養
パ
ン
を
府
直
轄
学
校
 

に
配
給
し
た
と
な
っ
て
い
ま
す
。
 

こ
れ
が
学
校
給
食
に
パ
ン
を
採
用
し
 

た
最
初
で
す
。
 

ま
た
、
文
部
省
の
通
牒
に
も
は
じ
め
 

て
学
校
給
食
の
文
字
が
使
わ
れ
て
い
ま
 

す。 

（
大
正
十
二
年
十
月
十
五
日
発
学
 

七
十
三
号
、
文
部
次
官
通
牒
「
児
童
の
 

栄
養
状
態
に
注
意
し
、
こ
の
不
良
な
る
 

も
の
に
対
し
て
は
学
校
給
食
等
適
当
な
 

方
法
を
講
じ
速
に
栄
養
状
態
を
快
復
せ
 

し
む
る
よ
う
務
む
る
こ
と
」
）
。
 

国
と
し
て
は
じ
め
て
学
校
給
食
に
対
 

す
る
助
成
を
行
っ
た
の
は
昭
和
七
年
で
 

あ
り
、
す
な
わ
ち
、
昭
和
初
期
の
経
済
 

不
況
に
よ
っ
て
就
学
困
難
と
な
っ
た
多
 

く
の
児
童
を
救
済
す
る
た
め
、
同
年
九
 

月
七
日
、
文
部
省
訓
令
第
十
八
号
「
学
 

校
臨
時
施
設
方
法
」
を
定
め
、
国
庫
か
 

ら
約
六
十
七
万
円
を
支
出
し
て
学
校
給
 

食
を
実
施
し
、
就
学
を
奨
励
し
た
の
で
 

す。 
（
当
時
の
食
費
は
一
食
当
り
平
均
四
 

銭
で
あ
り
、
な
お
、
当
時
の
ウ
ド
ン
は
 

約
七
銭
）
 
こ
の
国
の
助
成
の
も
と
に
学
 

校
給
食
は
引
き
続
き
広
く
行
な
わ
れ
る
 

よ
う
に
な
り
、
そ
の
実
施
人
員
数
も
昭
 

和
七
年
の
約
三
十
八
万
人
か
ら
同
十
一
 

年
に
は
六
十
二
万
人
へ
と
増
加
、
そ
の
 

後
さ
ら
に
貧
困
児
童
だ
け
で
な
く
、
栄
 

養
不
良
児
、
虚
弱
児
等
を
も
対
象
に
含
 

め
た
栄
養
給
食
へ
内
容
の
充
実
が
は
か
 

ら
れ
て
い
き
．
昭
和
十
五
年
に
は
こ
の
 

栄
養
改
善
を
は
か
る
た
め
の
学
校
給
食
 

の
奨
励
に
つ
い
て
定
め
た
文
部
省
訓
令
 

第
十
八
号
「
学
校
給
食
奨
励
規
程
」
が
 

出
さ
れ
ま
し
た
。
 

消
費
生
活
懇
談
会
 

開
催
さ
れ
る
 

高
度
成
長
に
お
け
る
消
費
生
活
問
題
 

が
さ
け
ば
れ
て
い
る
今
日
、
少
し
で
も
 

賢
い
主
婦
に
な
ろ
う
と
、
五
月
二
十
日
 

町
民
会
館
に
お
い
て
、
県
消
費
者
協
会
 

飯
塚
支
所
長
、
小
林
一
喜
消
費
生
活
コ
 

ン
サ
ル
タ
ン
ト
、
山
口
登
志
子
同
講
師
 

を
招
き
、
 

，
消
費
生
活
を
見
な
お
そ
 

うI

の
テ
ー
マ
で
婦
人
会
員
多
数
出
席
 

し
て
熱
心
に
勉
強
し
ま
し
た
。
 

食
品
、
衣
類
、
家
具
類
等
の
買
い
方
 

品
質
の
見
分
け
方
、
製
造
年
月
日
の
確
 

認
と
い
っ
た
初
歩
的
な
問
題
点
よ
り
講
 

議
に
入
り
ま
し
た
。
 

今
後
は
、
主
婦
と
し
て
、
必
ら
ず
知
 

っ
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
知
識
を
得
る
 

た
め
に
も
こ
の
催
し
を
進
め
て
い
き
た
 

い
と
思
い
ま
す
。
 

各
地
域
ご
と
の
催
し
で
も
結
構
で
す
 

か
ら
婦
人
会
等
を
通
じ
て
、
役
場
産
業
 

振
興
課
ま
で
申
し
込
ん
で
下
さ
い
。
 

消
費
生
活
向
上
の
苦
情
が
あ
り
ま
し
 

た
な
ら
御
遠
慮
な
く
生
活
相
談
員
に
御
 

相
談
下
さ
い
。
 

生
活
相
談
員
の
方
は
、
県
知
事
よ
り
 

委
嘱
を
受
け
て
い
ま
す
。
 

生
活
相
談
員
 

九
支
所
 

中
村
 
千
鶴
 

電
話
 
三
五
九
五
 

＋
二
支
所
 
伊
藤
ト
シ
子
 

電
話
 

二
二
八
四
 

赤
池
町
役
場
 
産
業
振
興
課
窓
口
 

福祉センター 

皇福祉センターバス停 

し
か
し
な
が
ら
日
支
事
変
の
拡
大
、
 

さ
ら
に
第
ニ
次
世
界
大
戦
の
勃
発
に
と
 

も
な
い
食
糧
事
情
は
悪
化
し
、
ゾ
学
枝
給
 

食
の
実
施
が
困
難
に
な
つ
て
き
ま
し
た
 

が
、
昭
和
十
九
年
三
月
三
日
の
閣
議
決
 

定
に
よ
り
、
六
大
都
市
の
小
学
校
で
学
 

校
給
食
が
実
施
さ
れ
る
乙
と
に
な
勺
ま
 

し
た
。
 

こ
れ
は
当
初
軍
用
物
資
、
次
年
度
か
 

ら
酒
造
米
を
使
用
す
る
計
量
で
児
童
一
 

人
当
り
百
g
の
米
と
、
み
そ
十
五
g
を
 

四
月
一
日
か
ら
特
別
配
給
す
る
こ
と
に
 

な
り
ま
し
た
が
、
ま
も
な
く
児
童
生
徒
 

の
集
団
疎
開
に
と
も
な
い
中
止
の
や
む
 

な
き
に
い
た
り
ま
し
た
。
 

（
つ
づ
く
）
 

9 小藤団地バス停 

9  
町民会館前バス停 

昭
和
五
十
一
年
度
地
方
税
 

法
の
改
正
の
お
知
ら
せ
 

昭
和
五
十
一
年
度
の
地
方
税
等
の
一
 

部
を
改
正
す
る
法
律
案
が
去
る
三
月
三
 

十
一
日
国
会
を
通
過
し
ま
し
た
。
 

今
回
の
町
税
関
係
の
主
な
改
正
は
住
 

民
税
の
均
等
割
の
税
率
の
引
上
げ
で
昭
 

和
ニ
十
六
年
度
以
来
据
置
か
れ
て
い
た
 

均
等
割
が
三
百
円
か
ら
千
円
に
引
き
上
 

げ
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
 

こ
の
内
訳
は
県
民
税
が
三
百
円
、
町
 

民
税
が
七
百
円
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。
 

又
、
低
所
得
者
層
の
負
担
の
軽
減
を
 

図
る
た
め
、
前
年
中
の
所
得
が
町
の
条
 

ご
家
族
ぐ
る
み
で
 

交
通
事
故
に
 

備
え
ま
し
よ
う
ノ
・
 

ガ
町
民
交
通
傷
害
保
険
I
 

当
町
に
住
ん
で
い
る
方
お
よ
び
当
町
 

内
へ
通
勤
、
通
学
し
て
い
る
方
な
ら
ど
 

な
た
で
も
加
入
で
き
ま
す
。
 

万
一
の
交
通
事
故
に
備
え
、
町
民
傷
 

害
保
険
に
加
入
し
ま
し
よ
う
。
 

内
容
は
次
の
と
お
り
で
す
。
 

1
 
保
険
金
が
支
払
れ
る
場
合
は
、
 

日
本
国
内
に
お
い
て
車
輔
に
乗
っ
て
い
 

て
、
衝
突
、
つ
い
落
、
転
覆
し
た
り
し
 

た
事
故
、
ま
た
歩
い
て
い
て
こ
れ
ら
の
 

車
輔
に
は
ね
ら
れ
た
り
、
ひ
か
れ
た
り
 

し
た
事
故
の
と
き
で
す
。
 

2
 
保
険
料
は
、
 

一
人
三
六
〇
円
で
 

す
。
中
途
申
込
み
月
割
三
十
円
で
す
。
 

3
 
支
払
れ
る
保
険
金
は
 

亡
く
な
ら
れ
た
時
 

八
十
万
円
 

失
明
、
片
手
片
足
を
失
っ
た
時
 

五
十
万
円
 

治
療
期
間
六
ケ
月
以
上
 

十
二
万
円
 

五
ケ
月
以
上
六
ケ
月
未
満
 

九
万
円
 

四
ケ
月
以
上
五
ケ
月
未
満
 

七
万
円
 

三
ケ
月
以
上
四
ケ
月
未
満
 

五
万
円
 

ニ
ケ
月
以
上
三
ケ
月
未
満
 

三
万
円
 

ー
ケ
月
以
上
ニ
ケ
月
未
満
 

二
万
円
 

一
週
間
以
上
ー
ケ
月
未
満
 

一
万
円
 

一
週
間
未
満
 

五
千
円
 

4
 
実
施
期
日
 

八
月
一
日
か
ら
一
作
間
 

5
 
受
付
開
始
 

七
月
十
九
日
か
ら
 

6
 
申
込
窓
口
 

赤
池
町
役
場
企
画
室
 

西
鉄
パ
ス
 

路
線
変
更
に
つ
い
て
 

現
在
、
小
竹
ー
赤
池
線
を
運
行
し
て
 

い
る
西
鉄
バ
ス
路
線
が
昭
和
 51 

年
9
月
 

1
日
頃
に
路
線
が
変
更
す
る
予
定
で
す
 

昭
和
 48 

年
9
月
に
西
鉄
か
ら
離
合
場
 

所
に
つ
い
て
の
士
地
確
保
に
つ
い
で
町
 

に
申
し
入
れ
が
あ
り
ま
し
た
が
、
土
地
 

が
確
保
出
来
ず
今
日
ま
で
に
な
っ
て
い
 

ま
し
た
。
 

ま
た
、
路
線
変
更
の
理
由
と
し
て
次
 

の
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。
 

イ
 
県
道
小
竹
ー
赤
池
線
の
巾
員
の
狭
 

際
（
車
の
大
型
化
）
 
で
あ
る
。
 

ロ
 

バ
ス
の
離
合
が
困
難
で
あ
る
。
 

ハ
 

交
通
事
故
防
止
。
 

以
上
の
よ
う
な
事
が
主
な
路
線
変
更
 

の
理
由
と
し
て
あ
げ
ら
れ
て
い
ま
す
】
 

赤池派出所 役場 

至田川 

例
で
定
め
る
金
額
（
十
一
万
円
）
以
下
 

で
あ
る
者
に
は
均
等
割
を
課
す
る
こ
と
 

が
で
き
な
い
こ
と
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
 

次
に
法
人
の
均
等
割
が
同
じ
く
引
き
 

あ
げ
ら
れ
、
資
本
金
が
一
千
万
円
を
超
 

え、 

】
億
円
以
下
で
あ
る
法
人
に
つ
い
 

て
は
、
改
正
前
が
四
千
円
で
あ
っ
た
も
 

の
が
一
万
二
千
円
に
引
き
上
げ
ら
れ
て
 

お
り
ま
す
。
 

軽
自
動
車
税
に
つ
い
て
も
平
均
三
十
 

％
の
引
き
上
げ
が
行
な
わ
れ
、
主
な
も
 

の
は
、
軽
自
動
車
の
乗
用
の
も
の
が
四
 

千
五
百
円
か
ら
五
千
九
百
円
に
、
貨
物
 

用
の
も
の
が
二
干
五
百
円
か
ら
三
千
三
 

百
円
に
引
き
上
げ
ら
れ
ま
し
た
。
 

又
、
農
耕
用
の
自
脱
用
コ
ン
バ
イ
ン
 

（
刈
取
脱
穀
作
業
用
自
動
車
）
に
つ
い
 

て
は
、
昭
和
五
十
一
年
度
か
ら
農
耕
作
 

業
用
自
動
車
と
同
じ
税
率
一
千
三
百
円
 

で
課
税
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
 

固
定
資
産
税
は
昭
和
五
十
一
年
度
は
 

三
年
に
一
度
行
な
わ
れ
る
評
価
替
え
の
 

年
度
に
当
り
ま
す
が
、
宅
地
は
平
均
 

一
・
四
、
農
地
は
一
・
一
、
山
林
原
野
 

に
つ
い
て
は
一
・
ニ
倍
に
、
そ
れ
ぞ
れ
 

評
価
替
え
を
行
な
っ
て
お
り
ま
す
が
、
 

今
回
の
改
正
で
本
則
課
税
に
よ
る
急
激
 

な
税
負
担
を
さ
け
る
た
め
、
負
担
調
整
 

措
置
が
と
ら
れ
る
こ
と
と
な
り
、
土
地
 

に
つ
い
て
の
税
は
、
平
均
一
・
一
倍
か
 

ら
一
・
二
倍
に
調
整
さ
れ
て
課
税
さ
れ
 

る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
 

以
上
昭
和
五
十
一
年
度
の
地
方
税
法
 

の
改
正
に
つ
い
て
の
概
要
を
お
知
ら
せ
 

し
ま
し
た
。
 



(4）ーー― け
 

い か
 

あ
 

報
 

広
 

統
制
小
作
料
額
の
 

改
訂
に
つ
い
て
 

（
統
制
小
作
料
が
一
・
ニ
倍
に
引
き
上
 

げ
ら
れ
ま
し
た
。
）
 

ご
承
知
の
よ
う
に
、
昭
和
四
十
五
年
 

九
月
三
十
日
以
前
か
ら
設
定
さ
れ
て
現
 

在
も
存
続
さ
れ
て
い
る
賃
借
権
、
地
上
 

権
、
永
小
作
権
で
小
作
人
が
個
人
で
あ
 

る
も
の
に
つ
い
て
は
、
昭
和
五
十
五
年
 

九
月
三
十
日
ま
で
は
、
地
主
及
び
小
作
 

人
は
、
農
業
委
員
会
が
定
め
た
、
統
制
 

小
作
料
額
を
超
え
な
い
範
囲
の
小
作
料
 

で
契
約
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
ま
た
 

統制小作料の基準の改定後と改定前の比較 

農

地

等

級

 

田 ― の 部 畑 の 部 

改正後の 

10ア一ル当 

りの額（昭 

和51年省令 

第13号）囚 

改正前の 

10アール当 

りの額（昭 

和42年省令 

第38号）同 

比
率
A
一B 

改正後の 

和ア一ル当 

りの額（昭 

和51年省令 

第13号）囚 

改正前の 

10ア・ール当 

りの額（昭 

和42年省令 

第38号）同 

比
率
A
一B 

1 級 

2 級 

3 級 

4 級 

5 級 

6 級 

7 級 

8 級 

9 級 

10級 

11級 

12級 

13級 

14紙 

15級 

鉱害級 

6,826円 

5,664 

5 '371 

5 . 083 

4
,790 

4,502 

4,210 

5 ,808 

3,992 

3,024 

2, 784 

2,540 

2,300 

4,840 

1.2 

2,016 

1 , 188 

1
,072 

954 

1, 842 

2 ,073 

1 . 285 

990 

893 

795 

1 2

倍 

統
制
小
作
料
を
超
え
な
い
範
囲
で
小
作
 

料
の
支
払
い
、
ま
た
は
、
受
領
し
な
け
 

れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
 

す。 尚
こ
の
た
び
統
制
小
作
料
額
の
国
の
 

基
準
が
改
訂
さ
れ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
農
 

業
委
員
会
が
定
め
た
統
制
小
作
料
額
が
 

従
前
の
一
・
二
倍
に
引
き
上
げ
ら
れ
昭
 

和
五
十
】
年
四
月
十
日
か
ら
適
用
さ
れ
 

る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
 

（
個
人
別
の
小
作
契
約
の
小
作
料
は
、
 

地
主
と
小
作
人
と
の
合
意
に
よ
り
ま
 

す
。
）
 

今
回
の
統
制
小
作
料
額
の
改
訂
は
あ
 

く
ま
で
、
農
業
委
員
会
が
定
め
た
小
作
 

料
の
最
高
限
度
額
の
改
訂
で
す
か
ら
、
 

統
制
小
作
料
額
が
適
用
さ
れ
る
個
々
の
 

小
作
地
に
つ
い
て
の
契
約
小
作
料
は
自
 

動
的
に
変
更
さ
れ
る
も
の
で
な
く
、
改
 

訂
後
の
統
制
小
作
料
額
の
範
囲
内
で
そ
 

れ
ぞ
れ
、
地
主
と
小
作
人
の
合
意
に
よ
 

っ
て
は
じ
め
て
変
更
さ
れ
る
も
の
で
 

す。 地
主
と
小
作
人
と
で
契
約
小
作
料
の
 

合
意
が
な
さ
れ
た
時
は
、
変
更
し
た
日
 

か
ら
三
十
日
以
内
に
地
主
及
び
小
作
人
 

は
連
名
で
、
変
更
し
た
旨
を
、
農
業
委
 

員
会
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
 

ん。 し
か
し
、
―
昭
和
四
十
五
年
九
月
三
十
 

日
以
降
新
ら
た
に
小
作
契
約
さ
れ
た
も
 

の
に
つ
い
て
は
、
標
準
小
作
料
が
適
用
 

さ
れ
、
本
町
に
お
い
て
は
、
田
で
一
万
 

八
千
円
畑
で
六
千
円
と
な
っ
て
い
ま
 

す。 尚
、
統
制
小
作
料
の
基
準
の
改
正
後
 

と
改
正
前
の
比
較
は
次
の
表
の
通
り
で
 

す。 

x 

x 

水
道
料
金
の
値
上
げ
案
 

議
会
で
議
決
さ
れ
る
／
 

赤
池
町
上
水
道
事
業
で
、
水
道
料
金
 

を
値
上
げ
を
し
な
い
と
経
営
困
難
で
あ
 

る
現
状
、
事
業
が
出
来
な
く
な
り
か
ね
 

ま
せ
ん
の
で
料
金
値
上
げ
を
し
た
次
第
 

で
す
。
住
民
の
皆
様
も
チ
ラ
シ
等
で
御
 

存
じ
と
思
い
ま
す
が
十
分
御
理
解
を
い
 

た
だ
き
、
御
協
力
の
程
を
よ
ろ
し
く
お
 

願
い
し
ま
す
。
 

議
会
で
も
充
分
慎
重
に
審
議
し
て
ま
 

い
り
ま
し
た
が
、
議
案
の
修
正
で
、
水
 

道
料
金
の
値
上
げ
を
議
決
さ
れ
ま
し
 

た。 水
道
課
員
、
万
全
体
制
を
し
い
て
い
 

ま
す
が
、
突
発
的
事
故
が
発
生
し
ま
す
 

と
全
力
を
あ
げ
事
故
修
理
を
し
、
住
民
 

の
皆
様
に
ご
め
い
わ
く
を
お
か
け
し
な
 

い
よ
う
に
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
 

の
で
、
御
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。
 

緊
急
事
業
で
下
排
水
を
清
掃
 

今
年
度
は
、
経
費
が
少
な
く
、
し
か
 

も
住
民
に
よ
ろ
こ
ば
れ
る
仕
事
と
し
て
 

草
場
水
路
の
土
砂
し
ゆ
ん
せ
つ
及
び
町
 

部
の
岩
測
下
水
路
し
ゆ
ん
せ
つ
作
業
を
 

し
て
い
ま
す
。
 

現
在
、
興
国
寺
横
の
連
紹
道
路
、
延
 

長
一
九
ニ
メ
ー
ト
ル
、
巾
員
五
・
五
メ
 

ー
ト
ル
の
工
事
を
行
っ
て
い
ま
す
。
 

お
 

詑
 

び
（
訂
正
）
 

香
典
返
し
に
お
い
て
、
八
木
正
弘
殿
 

亡
父
数
夫
殿
と
掲
載
（
六
月
号
）
し
て
 

い
ま
し
た
が
八
木
数
夫
殿
亡
長
男
正
弘
 

殿
の
誤
り
で
し
た
の
で
、
深
く
お
詑
び
 

申
し
上
げ
訂
正
い
た
し
ま
す
。
 


